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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水添ビフェニル型エポキシ樹脂（Ａ）と、エポキシ基と反応する官能基を有するゴム状化
合物（Ｂ）と、酸化アルミニウム粒子（Ｃ）とを含有し、前記ゴム状化合物（Ｂ）はカル
ボキシル基末端ブタジエンアクリロニトリルで、かつ、ソルダーレジスト組成物中に配合
されるエポキシ樹脂のエポキシ基１当量当たり、エポキシ基と反応するカルボキシル基が
０．５～３．０当量となるように配合することを特徴とするフレキシブル基板用熱硬化型
ソルダーレジスト組成物。
【請求項２】
前記水添ビフェニル型エポキシ樹脂（Ａ）は、平均水添率が５～９５％であることを特徴
とする請求項１記載のフレキシブル基板用熱硬化型ソルダーレジスト組成物。
【請求項３】
さらに、ビフェニル型エポキシ樹脂（Ｄ）を含有し、水添ビフェニル型エポキシ樹脂とビ
フェニル型エポキシ樹脂（Ｄ）との総和（（Ａ）＋（Ｄ））を基準としたときの平均水添
率が５～９５％であることを特徴とする請求項１又は２記載のフレキシブル基板用ソルダ
ーレジスト組成物。
【請求項４】
前記水添ビフェニル型エポキシ樹脂（Ａ）５０質量部に対し、ビフェニル型エポキシ樹脂
を２．５～９５０質量部含有していることを特徴とする請求項１～３のいずれか記載のフ
レキシブル基板用熱硬化型ソルダーレジスト組成物。
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【請求項５】
フレキシブル基板用ソルダーレジスト組成物の硬化物１００容量部中に、酸化アルミニウ
ム粒子（Ｃ）を６０～９５容量部含有していることを特徴とする請求項１～４のいずれか
記載のフレキシブル基板用熱硬化型ソルダーレジスト組成物。
【請求項６】
酸化アルミニウム粒子（Ｃ）は、熱伝導率１５Ｗ／ｍ・Ｋ以上の粒径３０μｍ以下の球状
の酸化アルミニウム粒子であることを特徴とする請求項１～５のいずれか記載のフレキシ
ブル基板用熱硬化型ソルダーレジスト組成物。
【請求項７】
酸化アルミニウム粒子（Ｃ）は、粒径２０～５μｍの範囲内にある第１の酸化アルミニウ
ム粒子１００質量部に対し、この第１の酸化アルミニウム粒子の平均粒径の１／２～１／
１０の範囲内にある第２の酸化アルミニウム粒子を２０～１００質量部配合していること
を特徴とする請求項１～６のいずれか記載のフレキシブル基板用熱硬化型ソルダーレジス
ト組成物。
【請求項８】
基板上に、請求項１～７のいずれかに記載されたフレキシブル基板用熱硬化型ソルダーレ
ジスト組成物からなるソルダーレジストを形成してなり、このソルダーレジストの硬化物
１００容量部中に酸化アルミニウム粒子が６０～９５容量部含有していることを特徴とす
るフレキシブル基板。
【請求項９】
基板上に、請求項１～７のいずれかに記載されたフレキシブル基板用熱硬化型ソルダーレ
ジスト組成物からなるソルダーレジストを塗布することを特徴とするフレキシブル基板の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、柔軟な屈曲性が要求されるフレキシブル基板に使用されるソルダーレジスト
インキ、例えばモバイルノートパソコン、携帯電話などの小型電子機器のプリント配線板
製造用のソルダーレジストインキとして用いられるフレキシブル基板用ソルダーレジスト
組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フレキシブルプリント配線板やテープキャリアパッケージの製造に用いられるソルダー
レジストとしては、カバーレイフィルムと呼ばれるポリイミドフィルムをパターンにあわ
せた金型で打ち抜いた後、接着剤を用いて貼り付けるタイプや、可撓性を有する被膜を形
成する紫外線硬化型、熱硬化型のソルダーレジストインキ又は液状ポリイミドインキをス
クリーン印刷により塗布するタイプや、可撓性を有する被膜を形成する液状フォトソルダ
ーレジストインキのタイプがある。
【０００３】
　カバーレイフィルムでは、銅箔との追随性が無く、高精度なパターンを形成することが
できないという問題がある。一方、紫外線硬化型ソルダーレジストインキ及び液状フォト
ソルダーレジストインキでは、基材のポリイミドとの密着性が悪く、十分な可撓性が得ら
れない。また、ソルダーレジストインキの硬化収縮及び硬化後の冷却収縮が大きいため反
りが生じてしまうという問題がある。液状ポリイミドインキでは、可溶性芳香族ポリイミ
ドが用いられるが（特許文献１参照）、高価であること、また、印刷時にニジミが生じて
しまい、十分な作業性が得られないという問題がある。
【０００４】
　また、従来の熱硬化型ソルダーレジストインキとしては、メラミン樹脂等を用いたもの
が提案されている（例えば、特許文献２参照）。しかし、これらは、塗膜表面のみ脱水反
応により硬化しており、塗膜内部は、未硬化の部分を有していることによりフレキシブル
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性が得られている。このため、はんだ耐熱性試験などを繰り返すと完全硬化し、塗膜がも
ろくなる。また、硬化触媒として、酸触媒を用いているため、電気特性などが劣るという
問題もあった。
【０００５】
　特に、最近の急速な軽薄短小化に技術により、携帯電話等に用いられるビルドアップ基
板のコア材も薄くなり、ソルダーレジストの硬化収縮による反りが解決すべき課題となっ
ている。
【０００６】
　さらに、携帯電話に用いられる基板は、プッシュボタンの照明に用いられる発光ダイオ
ードや表示装置から発熱する熱が蓄積する傾向があり、放熱特性が求められている。
【特許文献１】特開平１－１２１３６４、特許請求の範囲など
【特許文献２】特開昭５０－６９５６３、特許請求の範囲、明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決すべくなされたもので、その目的とするところは、未硬化部
分を残すことなくしっかりとした硬化反応で架橋をおこなっても強靭かつ柔軟であり、耐
熱性にも優れ、更に、熱伝導率を高めるためにフィラーの充填率を高めても、割れにくく
、柔軟性を維持することができるフレキシブル基板のソルダーレジスト組成物を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
（１）水添ビフェニル型エポキシ樹脂（Ａ）と、エポキシ基と反応する官能基を有するゴ
ム状化合物（Ｂ）と、酸化アルミニウム粒子（Ｃ）とを含有し、前記ゴム状化合物（Ｂ）
はカルボキシル基末端ブタジエンアクリロニトリルで、かつ、ソルダーレジスト組成物中
に配合されるエポキシ樹脂のエポキシ基１当量当たり、エポキシ基と反応するカルボキシ
ル基が０．５～３．０当量となるように配合することを特徴とするフレキシブル基板用熱
硬化型ソルダーレジスト組成物。
【０００９】
（２）前記水添ビフェニル型エポキシ樹脂（Ａ）は、平均水添率が５～９５％であること
を特徴とする（１）記載のフレキシブル基板用熱硬化型ソルダーレジスト組成物。
【００１０】
（３）さらに、ビフェニル型エポキシ樹脂（Ｄ）を含有し、水添ビフェニル型エポキシ樹
脂とビフェニル型エポキシ樹脂（Ｄ）との総和（（Ａ）＋（Ｄ））を基準としたときの平
均水添率が５～９５％であることを特徴とする（１）又は（２）記載のフレキシブル基板
用熱硬化型ソルダーレジスト組成物。
【００１１】
（４）前記水添ビフェニル型エポキシ樹脂（Ａ）５０質量部に対し、ビフェニル型エポキ
シ樹脂を２．５～９５０質量部含有していることを特徴とする（１）～（３）のいずれか
記載のフレキシブル基板用熱硬化型ソルダーレジスト組成物。
【００１４】
（５）フレキシブル基板用ソルダーレジスト組成物の硬化物１００容量部中に、酸化アル
ミニウム粒子（Ｃ）を６０～９５容量部含有していることを特徴とする（１）～（４）の
いずれか記載のフレキシブル基板用熱硬化型ソルダーレジスト組成物。
【００１５】
（６）酸化アルミニウム粒子（Ｃ）は、熱伝導率１５Ｗ／ｍ・Ｋ以上の粒径３０μｍ以下
の球状の酸化アルミニウム粒子であることを特徴とする（１）～（５）のいずれか記載の
フレキシブル基板用熱硬化型ソルダーレジスト組成物。
【００１６】
（７）酸化アルミニウム粒子（Ｃ）は、粒径２０～５μｍの範囲内にある第１の酸化アル
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ミニウム粒子１００質量部に対し、この第１の酸化アルミニウム粒子の平均粒径の１／２
～１／１０の範囲内にある第２の酸化アルミニウム粒子を２０～１００質量部配合してい
ることを特徴とする（１）～（６）のいずれか記載のフレキシブル基板用熱硬化型ソルダ
ーレジスト組成物。
【００１７】
（８）基板上に（１）～（７）のいずれかに記載されたフレキシブル基板用熱硬化型ソル
ダーレジスト組成物からなるソルダーレジストを形成してなり、このソルダーレジストの
硬化物１００容量部中に酸化アルミニウム粒子が６０～９５容量部含有していることを特
徴とするフレキシブル基板。
【００１８】
（９）基板上に、（１）～（７）のいずれかに記載されたフレキシブル基板用熱硬化型ソ
ルダーレジスト組成物からなるソルダーレジストを塗布することを特徴とするフレキシブ
ル基板の製造方法。
【００１９】
　尚、本発明において、「平均水添率」とは、原料となるエポキシ樹脂の芳香環に、全て
水素添加して、シクロヘキサン環になる付加量（Ｍ）を１００％とし、実際に付加した値
（Ｘ）から、（Ｘ）／（Ｍ）として、求めた。
【００２０】
　平均水添率は、ＵＶ分光光度計で、２７６ｎｍの吸光度から求めた。
【００２１】
　また、混合物における平均水添率は、原料となる全てのエポキシ樹脂の芳香環に、全て
水素添加して、シクロヘキサン環になる付加量（Ｍ）を１００％とし、実際に付加した値
（Ｘ）から、（Ｘ）／（Ｍ）として、求めた。
【００２２】
　「平均粒径」とは、一次粒子と二次粒子（凝集粒子）の混合物を透過型電子顕微鏡（Ｔ
ＥＭ）で任意の範囲で観察される微粒子の平均粒子径を示す。
【００２３】
　「球形」とは、鉱物又は合成品を粉砕処理した後、熱処理した結果、形状が丸くなった
状態を意味する。真球を意味するものではない。
【発明の効果】
【００２４】
　一般的にゴム状化合物（ソルダーレジスト硬化物のフレキシブル性を付与する）と液状
のビスフェノールＡ型エポキシ樹脂は相溶するが、耐熱性に劣る。またビフェニル型エポ
キシ樹脂（正確にはビキシレノール型エポキシ樹脂）は耐熱性に優れているが、結晶性が
高い粉体のエポキシ樹脂であり、均一分散しても均一な硬化物が得られず、結果として、
柔軟性に乏しい硬化物が得られる。
【００２５】
　これに対し、本発明ではこれらの樹脂に代えて水添ビフェニル型エポキシ樹脂を用いて
いる。水添ビフェニル型エポキシ樹脂は耐熱性に優れ、また結晶性が低いためにゴム状化
合物と相溶性が良く、柔軟性に優れた硬化物が得られる。このように柔軟性に優れた硬化
物が得られることから、熱伝度率を高める（放熱特性を向上する）ためにフィラーの充填
率を高めても、割れにくく、柔軟性を維持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明に係る組成物は、水添ビフェニル型エポキシ樹脂と、エポキシ樹脂と反応する官
能基を有するゴムと、酸化アルミニウム粒子とを含有し、更に必要によりビフェニル型エ
ポキシ樹脂を含有する。
【００２７】
（１）水添ビフェニル型エポキシ樹脂（Ａ）
　水添ビフェニル型エポキシ樹脂としては、任意の水添ビフェニル型エポキシ樹脂を用い



(5) JP 4864545 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

ることができる。例えば、特開平１１－３３５４３９号公報に記載されているように、ビ
フェノール化合物（ビフェノール、２，２’－ジメチルビフェノール、ビキシレノール、
２，２’－ジアリルビフェノール、２，２’，６，６’－テトラアリルビフェノール等）
を、三フッ化ホウ素または三フッ化ホウ素錯体を触媒として、水素添加した後、ハエピハ
ロヒドリンを反応させて得られる水添ビフェニル型エポキシ樹脂を使用することができる
。しかし、このように、酸性のフェノール性水酸基を中性のアルコール性水酸基にした場
合、エピハロヒドリンとの反応では、β開裂だけでなく、α開裂も起こり、エポキシ基に
閉環しない化合物が生成することから、得られた反応生成物は、分子中にハロゲン原子を
比較的多く含んだ化合物となる。
【００２８】
　これに対して、例えば、特開２０００－２２６３８０号公報に記載してあるような工法
により、ビフェニル型エポキシ樹脂やビキシレノール型エポキシ樹脂のベンゼン環のみに
ルテニウム坦持触媒等を用いて選択的に水素添加して得られるエポキシ樹脂は、上記工法
と異なり分子中のハロゲン原子少なく、電気特性に優れており、好ましい。市販品として
は、ジャパンエポキシレジン（株）社製の商品名ＹＬ６８００などが挙げられる。
【００２９】
　本発明に係る水添ビフェニル型エポキシ樹脂の平均水添率は、水添ビフェニル型エポキ
シ樹脂を、結晶性の低い状態に維持すること（言い換えると、ゴム状化合物との相溶性を
維持すること）と、良好な耐熱性を維持することとを考慮して決められる。具体的には、
平均水添率は５～９５％、好ましくは２５～７５％、より好ましくは３５～６５％である
。平均水添率が下限値より低いと結晶性が強くなり、ゴム状化合物との相溶性が低下する
。上限値より高い場合も同様に、結晶性が強くなり、ゴム状化合物との相溶性が低下する
と共に、耐熱性が低下する。なお、結晶性の低い水添ビフェニル型エポキシ樹脂は、一般
に常温で液体であるが、ゴム状化合物との相溶性のある水添ビフェニル型エポキシ樹脂は
、常温で液体であることを必須とするものではない。
【００３０】
　水添ビフェニル型エポキシ樹脂の結晶性は、水添率のみで一義的に決められるものでは
なく、他の条件、例えば原料のビフェニル化合物に付いた置換基（アリル基等）なども水
添ビフェニル型エポキシ樹脂の結晶性を決定するための重要な因子であるので、これらを
ゴム状化合物との相溶性を考慮して適宜設定する。
【００３１】
　例えば、水添ビフェニル型エポキシ樹脂の数平均分子量は３００～１，０００、特に３
８０～４５０が好ましい。この範囲内にすることにより、結晶性を低減できると共に、ゴ
ム状化合物との相溶性が良くなり、耐熱性にも優れている。
【００３２】
（２）ビフェニル型エポキシ樹脂（Ｃ）など他のエポキシ樹脂
　本発明では、硬化物のフレキシブル性を阻害する等、塗膜に悪影響を及ぼさない範囲で
、周知慣用のエポキシ樹脂、例えばビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ
型エポキシ樹脂、ビスフェノールＳ型エポキシ樹脂、臭素化ビスフェノールＡ型エポキシ
樹脂、水添ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビフェノール型エポキシ樹脂、ビキシレノ
ール型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エ
ポキシ樹脂、臭素化フェノールノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡのノボラッ
ク型エポキシ樹脂などのグリシジルエーテル化合物；テレフタル酸ジグリシジルエステル
、ヘキサヒドロフタル酸ジグリシジルエステル、ダイマー酸ジグリシジルエステルなどの
グリシジルエステル化合物；トリグリシジルイソシアヌレート、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テ
トラグリシジルメタキシレンジアミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラグリシジルビスアミ
ノメチルシクロヘキサン、Ｎ，Ｎ－ジグリシジルアニリンなどのグリシジルアミン化合物
、脂環式エポキシ化合物、エポキシ化ポリブタジエンなどを配合することができる。
【００３３】
　ビフェニル型エポキシ樹脂（ビフェノール型エポキシ樹脂、ビキシレノールエポキシ樹
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脂などの総称）として、例えば、ジャパンエポキシレジン（株）製の商品名ＹＸ４０００
が挙げられる。
【００３４】
　ビフェニル型エポキシ樹脂を配合した場合、水添ビフェニル型エポキシ樹脂とビフェニ
ルエポキシ樹脂との総和を基準としたときの平均水添率は、水添ビフェニル型エポキシ樹
脂を結晶性の低い状態（すなわち、ゴム状化合物との相溶性に優れている状態）とするこ
とと良好な耐熱性を維持することを考慮して決められる。具体的には、平均水添率５～９
５％、好ましくは２５～７５％、より好ましくは３５～６５％である。平均水添率が下限
値より低いと結晶性が強くなり液状化が困難になる。上限値より高い場合も同様に、結晶
性が強くなり液状化が困難になる。更に加えて、耐熱性が低下する。
【００３５】
　ビフェニル型エポキシ樹脂の配合割合は、耐熱性向上と結晶性の観点から、水添ビフェ
ニル型エポキシ５０質量部に対し、２．５～９５０質量部、好ましくは１０～３００質量
部、特に好ましくは３０～１００質量部とするのがよい。
【００３６】
　ビフェニル型エポキシ樹脂の数平均分子量は３００～１，０００、特に３８０～４５０
が好ましい。この範囲内にすることにより、結晶性を低減できると共に、ゴム状化合物と
の相溶性が良くなり、耐熱性にも優れている。
【００３７】
（３）エポキシ基と反応する官能基を有するゴム状化合物（Ｂ）
　ゴム状化合物は、ソルダーレジスト硬化物に柔軟性を付与する成分である。
【００３８】
　エポキシ基と反応する官能基としては、カルボキシル基、酸無水物基、水酸基、アミノ
基などが挙げられる。これらの官能基を有するゴム状化合物としては、例えば、ポリブタ
ジエンと無水マレイン酸の反応させたマレイン化ポリブダジエン、更にこのマレイン化ポ
リブタジエンに一級アルコールを反応させ、遊離カルボキシル基を持つマレイン化ポリブ
タシエンハーフエステル、カルボキシル基末端ブタジエンアクリロニトリル、アミノ基含
有ブタジエンアクリロニトニルなどが挙げられる。
【００３９】
　これらの中で、特にＣＴＢＮと呼ばれるカルボキシル基末端ブタジエンアクリロニトリ
ルが好ましい。カルボキシル基末端ブタジエンアクリロニトリルは、分子量が２０００～
５０００のものが好適である。市販品としては、宇部興産（株）製のハイカーＣＴＢＮ２
０００×１６２、ＣＴＢＮ１３００×３１、ＣＴＢＮ１３００×８、ＣＴＢＮ１３００×
１３、ＣＴＢＮＸ１３００×９などが挙げられる。
【００４０】
　これらのゴム状化合物（Ｂ）の配合割合は、硬化物の電気絶縁性、柔軟性の観点から、
ソルダーレジスト中に配合されるエポキシ樹脂（水添ビフェニル型エポキシ樹脂及び必要
により添加されるその他のエポキシ樹脂の総和）のエポキシ基１当量当たり、エポキシ基
と反応する官能基（カルボキシル基末端ブタジエンアクリロニトリルの場合はカルボキシ
ル基）０．５～３．０当量、好ましくは０．８～２．０当量配合されているのがよい。
【００４１】
（４）酸化アルミニウム粒子
　酸化アルミニウム粒子（Ｃ）は、熱伝導率１５Ｗ／ｍ・Ｋ以上の粒径が３０μｍ以下、
好ましくは２０μｍ以下のものを用いる。粒径の下限は０．０１μｍが好ましい。０．０
１μｍよりも小さいと組成物の粘度が高くなりすぎて、分散が困難であり、被塗布物への
塗布も困難となる。３０μｍより大きいと塗膜への頭出しが発生することと、沈降速度が
速くなり保存安定性が悪化する。
【００４２】
　熱伝導率が１５Ｗ／ｍ・Ｋ以上の酸化アルミニウム粒子（Ｃ）は、純度９２％以上とす
ることにより得られる。
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【００４３】
　酸化アルミニウム粒子の配合量は、放熱特性と柔軟性を勘案して、ソルダーレジスト硬
化物を基準としたとき、ソルダーレジスト硬化物１００容量部中に、６０～９５容量部、
好ましくは７０～９０容量部とするのがよい。
【００４４】
　更に、酸化アルミニウム粒子は、最密充填となるような粒度分布を持つ２種類以上の平
均粒子径のものを配合するこしにより、より高充填にすることができ、保存安定性、熱伝
導率の両側面から好ましい。最密充填となるような粒度分布を例示すれば、粒径２０～５
μｍの範囲内にある第１の酸化アルミニウム粒子１００質量部に対し、この第１の酸化ア
ルミニウム粒子の平均粒径の１／２～１／１０の範囲内にある第２の酸化アルミニウム粒
子を２０～１００質量部配合したものである。
【００４５】
　本発明に用いられる球状の酸化アルミニウム粒子（Ｃ）の代表的な市販品としては、Ｄ
ＡＷ－０５（電気化学工業社製、平均粒径５μｍ）、ＤＡＷ－１０（電気化学工業社製、
平均粒径１０μｍ）、ＡＳ－４０（昭和電工社製、平均粒径１２μｍ）、ＡＳ－５０（昭
和電工社製、平均粒径９μｍ）等が挙げられる。
【００４６】
（５）その他の配合成分
　本発明に係るフレキシブル基板用ソルダーレジスト組成物は、組成物の調整や粘度調整
のために、有機溶剤を添加しても良い。有機溶剤としては、例えば、メチルエチルケトン
、シクロヘキサノン等のケトン類；トルエン、キシレン、テトラメチルベンゼン等の芳香
族炭化水素類；セロソルブ、メチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、カルビトール、メチ
ルカルビトール、ブチルカルビトール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプ
ロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールジエチルエーテル、ト
リプロピレングリコールモノメチルエーテル等のグリコールエーテル類；酢酸エチル、酢
酸ブチル、乳酸ブチル、セロソルブアセテート、ブチルセロソルブアセテート、カルビト
ールアセテート、ブチルカルビトールアセテート、プロピレングリコールモノメチルエー
テルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、炭酸プロピレ
ン等のエステル類；オクタン、デカン等の脂肪族炭化水素類；石油エーテル、石油ナフサ
、ソルベントナフサ等の石油系溶剤などの有機溶剤が用いることができる。これらの有機
溶剤は、単独で又は二種類以上を組み合わせて使用することができる。
【００４７】
　これらの有機溶剤の配合量は、特に限定されるものではないが、コーティング性や硬化
塗膜の膜厚確保のため、組成物中に５０質量％以下、好ましくは３０質量％以下となる割
合である。
【００４８】
　本発明に係るフレキシブル基板用ソルダーレジスト組成物は、塗膜に悪影響を及ぼさな
い範囲で周知慣用の無機フィラー又は有機フィラーを用いることができる。
【００４９】
　これらフィラーを例示すれば、硫酸バリウム、タルク、シリカ、酸化アルミニウム、水
酸化アルミニウムなどの無機フィラー、及びベンゾグアナミン樹脂などの有機フィラーが
挙げられる。このようなフィラーの粒径としては、電気特性を良好に維持する観点から、
２０μｍ以下、好ましくは１０μｍ以下とするのがよい。上記範囲より粒径が大きいと、
塗膜から突出したフィラーにより塗膜の表面状態が悪くなり、フィラー界面を通して水分
などが入り、電気特性を低下させるので、好ましくない。
【００５０】
　これらのフィラーの配合量としては、組成物中に、５０質量％以下、好ましくは３０質
量％以下の範囲とするのがよい。上記範囲より多いと塗膜の硬化収縮による反りなどは低
減されるが、フレキシブル性が損なわれるので、好ましくない。
【００５１】
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　本発明に係るフレキシブル基板用ソルダーレジスト組成物は、更に必要に応じて、フタ
ロシアニン・ブルー、フタロシアニン・グリーン、アイオジン・グリーン、ジスアゾイエ
ロー、クリスタルバイオレット、酸化チタン、カーボンブラック、ナフタレンブラックな
どの周知慣用の着色剤、ハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチルエーテル、ｔ－ブチ
ルカテコール、ピロガロール、フェノチアジン等の周知慣用の熱重合禁止剤、微粉シリカ
、有機ベントナイト、モンモリロナイトなどの周知慣用の増粘剤、シリコーン系、フッ素
系、高分子系などの消泡剤及び／又はレベリング剤、イミダゾール系、チアゾール系、ト
リアゾール系等のシランカップリング剤などの周知慣用の添加剤類を配合することができ
る。
【００５２】
（５）この組成物によるソルダーレジストの塗布方法および得られる硬化被膜の特性
　以上のような本発明に係るフレキシブル基板用ソルダーレジスト組成物は、回路形成さ
れたフレキシブルプリント配線板に、通常、８０～２５０メッシュのスクリーン製版を用
いて、スクリーン印刷法により塗布する。塗布した基板は、例えば１２０～２００℃の温
度に加熱して、２０～１２０分間、熱硬化させる。必要に応じて、温度、時間を変えて、
二段硬化しても良い。
【００５３】
　このようにして得られた硬化塗膜は、硬化収縮及び冷却収縮による反りがなく、基材に
対する密着性、耐屈曲性、耐折性、柔軟性、耐めっき性、ＰＣＴ耐性、はんだ耐熱性、電
気絶縁性等に優れている。
【実施例】
【００５４】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが本発明はこれら実施例に限定されるも
のではない。なお、以下において特に断りのない限り、「部」は質量部を意味するもので
ある。
【００５５】
　実施例及び比較例の熱硬化組成物を、回路形成されたＦＲ－４基板上にスクリーン印刷
で乾燥塗膜が約３０μｍとなるようにパターン印刷し、１７０℃で６０分間硬化させた。
【００５６】
（評価）
（１）耐溶剤性
　得られた基板をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートに３０分間浸漬し
、乾燥後、セロハン粘着テープによるピールテストを行い、塗膜の剥がれ・変色について
評価した。
【００５７】
○：剥がれや変色のないもの
×：剥がれ又は変色のあるもの
（２）耐熱性
　実施例及び比較例の熱硬化組成物を用いて耐溶剤性と同様の方法で得られた基板にロジ
ン系フラックスを塗布して２６０℃のはんだ槽で３０秒間フローさせて、プロピレングリ
コールモノメチルエーテルアセテートにより洗浄・乾燥後、セロハン粘着テープによるピ
ールテストを行い、塗膜の剥がれが発生しない最大回数。
【００５８】
（３）鉛筆硬度
　実施例及び比較例の熱硬化組成物を用いて耐溶剤性と同様の方法で得られた基板に、Ｂ
から９Ｈの鉛筆の芯を先が平らになるように研ぎ、約４５°の角度で押し付けて、塗膜の
下の銅箔が見えない鉛筆の最大硬さを記録した。
【００５９】
（４）電気絶縁性
　実施例及び比較例の熱硬化組成物を、ＩＰＣ規格８パターンのくし形電極が形成された
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ＦＲ－４基板上にスクリーン印刷で乾燥塗膜が約３０μｍとなるようにパターン印刷し、
１７０℃で６０分間硬化させた。得られた基板の電極間の絶縁抵抗値を印加電圧５００Ｖ
にて測定した。
【００６０】
（５）耐屈曲性
　実施例及び比較例の熱硬化組成物を、それぞれカプトン材（厚さ５０μｍ）上にスクリ
ーン印刷で全面印刷し、１７０℃で６０分間硬化させた（乾燥膜厚２０μｍ）。その硬化
塗膜の耐屈曲性をＩＰＣ－ＳＭ－８４９Ｂ　ＴＭ２．４．２９に従って直径１／８インチ
、１０サイクルの条件にて以下の基準で評価した。
【００６１】
○：硬化塗膜にクラックのないもの
△：硬化塗膜に若干クラックがあるもの
×：硬化塗膜にクラックがあるもの
合成例１
　温度計、攪拌器、滴下ロート、及び還流冷却器を備えたフラスコに、カルビトールアセ
テート２１４．３部、アゾビスイソブチロニトリル２４．０部を入れ、窒素雰囲気下で７
０℃に加熱せしめた。そこに、アクリル酸１８．０部、ｉ－ブチルメタクリレート１６２
．５部、及び２－エチルヘキシルメタクリレート３１９．５部の混合モノマーを３時間か
けて滴下した。その後さらに４時間撹拌・反応させ、不揮発分７０％、固形分酸価２８．
１ｍｇＫＯＨ／ｇ、質量平均分子量１６，０００、ＦＯＸの式によるＴｇの計算値＝９．
７℃のポリカルボン酸樹脂溶液を得た。以下、このポリカルボン酸樹脂溶液をＡワニスと
称す。
【００６２】
各組成物の成分及び評価を下記表１にまとめる。
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【表１】

【００６３】
　表１からあきらかなように、実施例１、２のソルダーレジストは、屈曲性、耐溶剤性、
耐熱性、鉛筆硬度、電気絶縁性が優れ、しかも、放熱性も優れており、フレキシブル基板
用として優れた特性を有することがわかる。
【００６４】
　これに対し、比較例１は、水添ビフェニル型エポキシ樹脂を配合せずに、ビフェニル型
エポキシ樹脂と液状ＣＴＢＮとを酸化アルミニウム（アルミナ）配合したものである。比
較例１は、ビフェニル型エポキシ樹脂は結晶性のため、配合不良となった。
【００６５】
　比較例２は、水添ビフェニル型エポキシ樹脂もビフェニル型エポキシ樹脂もゴムも配合
せずに酸化アルミニウムを配合した例である。このものは、屈曲性、耐溶剤性、耐熱性に
劣ることがわかる。
【００６６】
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　比較例３は、比較例２と配合成分は同じであるが、酸化アルミニウムの配合量を比較例
２より多くしたものである。この例ではインキ化することができなかった。
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